
 
 

 

 「
取
引
法
」
へ
改
正 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
新
法
と
連
携
し
不
公
正
取
引
是
正
へ  

―
 
1
2

月4

日
、
大
阪
商
工
団
体
連
合
会
が
学
習
会
開

催 
―

 

大
阪
商
工
団
体
連
合
会
は1

2
月4

日
、
会
員
を
対
象

と
し
た
学
習
会
を
開
催
し
、
来
年1
月
に
施
行
さ
れ
る

「
中
小
受
託
取
引
適
正
化
法
（
略
称
：
取
引
法
）
」
と
、

施
行
か
ら

1

年
を
迎
え
た
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
新
法
」
に
つ

い
て
学
ん
だ
。
講
師
は
木
津
川
共
同
法
律
事
務
所
の
弁

護
士
・
島
袋
博
之
氏
。
中
小
業
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
取

り
巻
く
取
引
環
境
の
変
化
と
、
法
制
度
の
活
用
に
よ
る

ト
ラ
ブ
ル
予
防
に
つ
い
て
、
実
務
的
な
視
点
か
ら
詳
し
い

解
説
が
行
わ
れ
た
。 

島
袋
氏
は
冒
頭
、
両
法
の
共
通
点
と
し
て
「
取
引
に
お

け
る
立
場
の
弱
さ
か
ら
生
じ
る
不
利
益
の
是
正
」
を
挙

げ
た
。
元
請
け
に
よ
る
報
酬
の
不
当
な
減
額
や
支
払
い

遅
延
、
契
約
外
の
無
償
労
働
の
強
要
な
ど
を
防
ぐ
こ
と

が
目
的
で
あ
り
、
特
に
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
新
法
で
は
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
や
育
児
・
介
護
へ
の
配
慮
義
務
な
ど
、
就

業
環
境
の
保
護
に
も
踏
み
込
ん
で
い
る
点
が
特
徴
だ
と

説
明
し
た
。 

2
0
2
6

年1

月
に
施
行
さ
れ
る
「
取
引
法
」
は
、
従
来
の
下

請
け
法
の
枠
組
み
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
運
送
業
を
新
た

に
保
護
対
象
に
追
加
。
元
請
け
の
判
断
基
準
に
「
従
業

員
数
」
が
加
わ
り
、
よ
り
多
く
の
中
小
企
業
が
保
護
対

象
と
な
る
。
ま
た
、
手
形
払
い
の
原
則
禁
止
と
、
コ
ス
ト

上
昇
時
の
価
格
転
嫁
協
議
を
怠
る
代
金
決
定
の
禁
止

と
い
う
二
つ
の
新
た
な
禁
止
行
為
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

島
袋
氏
は
「
イ
ン
フ
レ
や
原
材
料
費
高
騰
が
続
く
中
、
価

格
交
渉
の
ル
ー
ル
が
明
確
化
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
」

と
強
調
し
た
。 

一
方
、20

2
4

年

1
1

月
に
施
行
さ
れ
た
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

新
法
は
、
従
業
員
を
持
た
な
い
個
人
事
業
主
を
広
く
保

護
対
象
と
し
、
発
注
者
に
対
し
て
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
体

制
の
整
備
や
、
契
約
解
除
時
の
事
前
予
告
（
原
則3

0

日

前
）
な
ど
を
義
務
付
け
て
い
る
。
特
定
の
業
種
に
限
ら

ず
、
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー
や
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
な
ど
も
対

象
と
な
る
点
で
、
今
後
の
働
き
方
の
多
様
化
に
対
応
し

た
制
度
と
い
え
る
。 

参
加
者
か
ら
は
「
価
格
交
渉
の
進
め
方
や
、
契
約
書
の

作
成
・
保
存
の
重
要
性
が
よ
く
分
か
っ
た
」
「
自
社
の
取

引
が
新
法
の
対
象
に
な
る
か
確
認
し
た
い
」
と
い
っ
た
声

が
上
が
っ
た
。
島
袋
氏
は
「
書
面
の
交
付
と
保
存
は
、
万

一
の
紛
争
時
に
お
け
る
重
要
な
証
拠
と
な
る
」
と
述
べ
、

日
常
業
務
に
お
け
る
記
録
の
徹
底
を
呼
び
か
け
た
。 

違
反
行
為
に
対
し
て
は
、
公
正
取
引
委
員
会
が
指
導
・

勧
告
を
行
う
体
制
が
整
っ
て
お
り
、
す
で
に
大
手
企
業

へ
の
勧
告
事
例
も
出
て
い
る
。
中
小
業
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
は
、
「
下
請
け
駆
け
込
み
寺
」
や
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
ト
ラ

ブ
ル

1
1
0

番
」
な
ど
の
相
談
窓
口
を
活
用
し
、
早
期
対

応
を
心
が
け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
締
め
く
く
っ
た
。 

自
主
計
算
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
よ
う 

 

 

大
阪
商
工
団
体
連
合
会
は

12

月

4
日
、
会
員
を
対
象
と
し
た
学
習
会

を
開
催
し
、
来
年
1
月
に
施
行
さ
れ

る
「
中
小
受
託
取
引
適
正
化
法
（
略

称
：
取
引
法
）」
と
、
施
行
か
ら
1
年

を
迎
え
た
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
新
法
」
に

つ
い
て
学
ん
だ
。
講
師
は
き
づ
が
わ
共

同
法
律
事
務
所
の
弁
護
士
・
島
袋
博
之

氏
。
中
小
業
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
取

り
巻
く
取
引
環
境
の
変
化
と
、
法
制
度

の
活
用
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
予
防
に
つ

い
て
、
実
務
的
な
視
点
か
ら
詳
し
い
解

説
が
行
わ
れ
た
。 

 

島
袋
氏
は
冒
頭
、
両
法
の
共
通
点
と
し

て
「
取
引
に
お
け
る
立
場
の
弱
さ
か
ら

生
じ
る
不
利
益
の
是
正
」
を
挙
げ
た
。

元
請
け
に
よ
る
報
酬
の
不
当
な
減
額

や
支
払
い
遅
延
、
契
約
外
の
無
償
労
働

の
強
要
な
ど
を
防
ぐ
こ
と
が
目
的
で

あ
り
、
特
に
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
新
法
で
は
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
や
育
児
・
介
護
へ

の
配
慮
義
務
な
ど
、
就
業
環
境
の
保
護

に
も
踏
み
込
ん
で
い
る
点
が
特
徴
だ

と
説
明
し
た
。 

 

２
０
２
６
年

1
月
に
施
行
さ
れ
る

「
取
引
法
」
は
、
従
来
の
下
請
け
法
の

枠
組
み
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
運
送
業
を

新
た
に
保
護
対
象
に
追
加
。
元
請
け
の

判
断
基
準
に
「
従
業
員
数
」
が
加
わ
り
、

よ
り
多
く
の
中
小
企
業
が
保
護
対
象

と
な
る
。
ま
た
、
手
形
払
い
の
原
則
禁

止
と
、
コ
ス
ト
上
昇
時
の
価
格
転
嫁
協

議
を
怠
る
代
金
決
定
の
禁
止
と
い
う

二
つ
の
新
た
な
禁
止
行
為
が
盛
り
込

ま
れ
た
。
島
袋
氏
は
「
イ
ン
フ
レ
や
原

材
料
費
高
騰
が
続
く
中
、
価
格
交
渉
の

ル
ー
ル
が
明
確
化
さ
れ
た
意
義
は
大

き
い
」
と
強
調
し
た
。 

 

一
方
、
２
０
２
４
年
11
月
に
施
行
さ

れ
た
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
新
法
は
、
従
業
員

を
持
た
な
い
個
人
事
業
主
を
広
く
保

護
対
象
と
し
、
発
注
者
に
対
し
て
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
体
制
の
整
備
や
、
契
約

解
除
時
の
事
前
予
告
（
原
則
30
日
前
）

な
ど
を
義
務
付
け
て
い
る
。
特
定
の
業

種
に
限
ら
ず
、
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー
や
ク
ラ

ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
な
ど
も
対
象
と
な
る

点
で
、
今
後
の
働
き
方
の
多
様
化
に
対

応
し
た
制
度
と
い
え
る
。 

 

参
加
者
か
ら
は
「
価
格
交
渉
の
進
め
方

や
、
契
約
書
の
作
成
・
保
存
の
重
要
性

が
よ
く
分
か
っ
た
」「
自
社
の
取
引
が

新
法
の
対
象
に
な
る
か
確
認
し
た
い
」

と
い
っ
た
声
が
上
が
っ
た
。
島
袋
氏
は

「
書
面
の
交
付
と
保
存
は
、
万
一
の
紛

争
時
に
お
け
る
重
要
な
証
拠
と
な
る
」

と
述
べ
、
日
常
業
務
に
お
け
る
記
録
の

徹
底
を
呼
び
か
け
た
。 

違
反
行
為
に
対
し
て
は
、
公
正
取
引
委

員
会
が
指
導
・
勧
告
を
行
う
体
制
が
整

っ
て
お
り
、
す
で
に
大
手
企
業
へ
の
勧

告
事
例
も
出
て
い
る
。
中
小
業
者
や
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
は
、「
下
請
け
駆
け
込
み

寺
」
や
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
ト
ラ
ブ
ル
110

番
」
な
ど
の
相
談
窓
口
を
活
用
し
、
早

期
対
応
を
心
が
け
る
こ
と
が
重
要
だ

と
締
め
く
く
っ
た
。  

 

商
工
新
聞
の
お
知
ら
せ 

今
回
の
商
工
新
聞
は

12
月
15
日
と

22
日
の
合
併
号
で
す
。
次
回
の
商
工

新
聞
は
12
月
29
日
、
1
月
5
日
の

合
併
号
と
な
り
、
次
回
が
年
内
最
後
の

配
達
と
な
り
ま
す
。 

 
吹
田
民
商
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ア
カ
ウ
ン
ト 

吹
田
民
商
で
は
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

と
ラ
イ
ン
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
を
運
用

し
て
い
ま
す
。 

 

 

自
主
計
算
パ
ン
フ
を 

活
用
し
よ
う 

令
和
７
年
分
の
所
得
税
改
正
に
つ
い

て
44
か
ら
45
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
お
読
み
く
だ
さ
い
。 

 

基
礎
控
除
の
引
上
げ 

今
年
の
確
定
申
告
か
ら
基
礎
控
除

が
見
直
し
に
な
り
こ
れ
ま
で
48
万
円

か
ら
引
上
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
2
年

間
の
時
限
措
置
と
し
て
合
計
所
得
金

額
に
応
じ
て
段
階
的
に
控
除
金
額
が

変
動
し
ま
す
。 

 扶
養
控
除
の
所
得
要
件 

基
礎
控
除
の
引
上
げ
に
合
わ
せ
て

配
偶
者
控
除
（
特
別
控
除
）
や
扶
養
控

除
な
ど
の
対
象
と
な
る
親
族
の
所
得

要
件
、
勤
労
学
生
控
除
の
所
得
要
件
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

 特
定
扶
養
親
族
特
別
控
除
の
創
設 

所
得
要
件
で
あ
る
金
額
を
超
え
る

と
63
万
円
の
控
除
が
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
こ
の
特
別
控
除
の
創
設
に
よ
り

対
象
と
な
る
子
（
18
歳
以
上
23
歳
未

満
）
の
所
得
金
額
に
応
じ
て
段
階
的
に

減
少
し
ま
す
が
控
除
の
対
象
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

  

 

伝
言
板 

税
金
相
談
養
成
講
座 

12
月
16
日
（
火
）
14
時 

12
月
18
日
（
木
）
19
時 

来
年
の
確
定
申
告
で
は
基
礎
控
除
・
扶

養
控
除
な
ど
の
金
額
が
変
更
さ
れ
て

い
ま
す
。
役
員
向
け
の
学
習
会
で
す
が

変
更
点
な
ど
を
解
説
し
ま
す
の
で
ご

参
加
く
だ
さ
い
。 

 

無
料
法
律
相
談 

12
月
18
日(

木)

13
時
00
分 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
の
無
料
出

張
相
談
で
す
。
ご
希
望
の
方
は
事
前
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

年
末
調
整
実
務
会 

12
月
22
日
（
月
）
14
時 

12
月
23
日
（
火
）
19
時 

12
月
25
日
（
木
）
14
時 

1
月
16
日
（
金
）
19
時 

1
月
19
日
（
月
）
14
時 

持
ち
物 

税
務
署
か
ら
届
い
た
書
類 

従
業
員
の
各
種
申
告
書
及
び
控
除
証

明
書
、
1
年
分
の
給
与
明
細 

源
泉
徴
収
簿
な
ど
は
事
前
に
わ
か
る

と
こ
ろ
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。 

            


